
別添３ 

 

平成２７年度保育所指導検査基準（案） 

 

１ 保育所が遵守しなければならない基準 

 子ども・子育て支援新制度における「施設型給付」の対象となるために、保育所は

「認可」と併せて「確認」を受ける必要があり、認可基準及び運営基準を遵守する必

要がある。 
 

認可：目的に合致した基準を満たしていること 

確認：給付対象施設・事業であること 
 

参考：子ども・子育て支援法第３４条（抜粋） 

第三十四条 特定教育・保育施設の設置者は、次の各号に掲げる教育・保育施設の区分に応じ、当

該各号に定める基準（以下「教育・保育施設の認可基準」という。）を遵守しなければならない。 

三 保育所 児童福祉法第四十五条第一項の規定により都道府県（指定都市等又は同法第五十九条

の四第一項に規定する児童相談所設置市（以下「児童相談所設置市」という。）の区域内に所在す

る保育所（都道府県が設置するものを除く。第三十九条第二項及び第四十条第一項第二号において

「指定都市等所在保育所」という。）については、当該指定都市等又は児童相談所設置市）の条例

で定める児童福祉施設の設備及び運営についての基準（保育所に係るものに限る。） 

２ 特定教育・保育施設の設置者は、市町村の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基

準に従い、特定教育・保育（特定教育・保育施設が特別利用保育又は特別利用教育を行う場合にあ

っては、特別利用保育又は特別利用教育を含む。以下この節において同じ。）を提供しなければな

らない。 

 

２ 基本的な考え方 

  別添２平成２７年度特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業指導検査実施方針

及び指導検査実施計画（案）のとおり、特定教育・保育施設の指導検査にあたっては、

東京都と区が連携し、それぞれがそれぞれの権限を効果的かつ効率的に行使できる体

制を整える必要がある。 

 平成２７年度における保育所の指導検査にあたっては、東京都との合同実施を基本

とすることとし、東京都福祉保健局が作成する保育所指導検査基準（平成２７年４月

１日適用）に、子ども・子育て支援法に基づく区の確認事項のうち、東京都が指導検

査の根拠とする児童福祉法（都条例等含む）及びその他関係法令と重複のない事項を

加えたものを当区における平成２７年度保育所指導検査基準として制定する。 

 なお、評価事項及び評価は東京都の基準を横引きする。 

 

３ 子ども・子育て支援法に基づき区が確認する事項（案） 

 別表「子ども・子育て支援法に基づき区が確認する事項一覧」のとおり 

 当該一覧に記載のない事項は、現行のまま（東京都福祉保健局が作成する保育所指導

検査基準（平成２７年４月１日適用）のとおり）とする。 

 

 



４ 関係法令等 

・平成２４年８月２２日号外法律第６５号「子ども・子育て支援法」 

・平成２６年６月１３日号外政令第２１３号「子ども・子育て支援法施行令」 

・平成２６年６月９日内閣府令第４４号「子ども・子育て支援法施行規則」 

・平成２６年４月３０日付内閣府令第３９号「特定教育・保育施設及び特定地域型保 

 育事業の運営に関する基準」 

・平成２６年９月３０日条例３７号「世田谷区特定教育・保育施設及び特定地域型保 

 育事業の運営の基準等に関する条例」 

・平成２７年３月３１日内閣府告示第４９号「特定教育・保育、特別利用保育、特別 

 利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保  

 育に要する費用の額の算定に関する基準等」 

・平成２７年３月３１日府政共生第３４９号、２６文科初第１４６３号、雇児発 

 ０３３１第１０号通知「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」 

・平成２７年３月３１日府政共生第３５０号、２６文科初第１４６４号、雇児発 

 ０３３１第９号通知「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の 

 制定に伴う実施上の留意事項について」 

 ・平成１２年３月３０日児発第２９９号通知「保育所運営費の経理等について」  

  ※一部改正予定あり 

 

 参考：東京都保育所指導検査基準（平成２７年４月１日適用） 

    ホームページ掲載場所 

東京都福祉保健局⇒福祉保健の基盤づくり⇒事業者の方へ⇒指導検査要綱・実

施方針・指導検査基準・自己点検票⇒５ 社会福祉法人・施設等指導検査基準

⇒（１０）保育所指導検査基準（２７年度） 

 

 

 

 

 



平成２７年度認可保育所講習会資料（抜粋）（平成２７年７月３日実施） 

 

【参考】子ども・子育て支援法施行後の指導検査体制（法制度上の設計） 

■施設型給付の確認

■都による勧告・命令
（児童福祉法第４６条第３・４項）

■ 児童福祉施設（保育所）の認可

認可基準＜都条例＞
（児童福祉法第４５条第１項）

運営基準＜区市町村条例＞
（子ども・子育て支援法第３４条第２項）

区市町村

■区市町村による勧告・命令 （支援法第３９条）

■ 確認取消し等（支援法第４０条）

都

設置者が
遵守すべ
き基準の
策定

指導
監督

■区市町村による指導監督 （支援法第３８条）

・認可､運営基準に従った運営ができなくなった場合
・施設型給付費の不正請求があった場合 等
→ 確認取消し、確認の全部又は一部の効力停止

■都による指導監督
（児童福祉法第４６条第１項）

・施設の設備又は運営が認可基準に達し
ないとき

→   改善勧告・改善命令・事業停止命令処分等

法第４５条第１項のの基準を維持するため、
・報告の徴収
・関係者への質問
・施設への立入検査

子ども・子育て支援法の施行に必要な限度において、
・報告、帳簿書類その他物件の提出・提示
・設置者、職員等の出頭
・関係者への質問
・施設、事務所、関係場所への立入検査

・ 認可基準に従って適正な運営をしていないとき

・ 改善命令を行ったとき

→都知事へ通知

・ 運営基準に従って適正な運営をしていない場合

→ 改善勧告、公表、改善命令

 

（３）認可保育所に対する指導検査の流れ 

認可保育所に対する都の指導検査の流れは、下記の通りです。 

なお、指導検査にあたっては、福祉サービス第三者評価制度と連携して実施しています。 

 

一般的な流れ（一般指導検査） 随時対応 

・特別指導検査 

著しい不適正 

重大な不正 

改善の遅滞 等 

年間計画に基づく実地検査の実施 

結果通知の送付 
（問題点の指摘） 

改善状況報告書の提出 
（原則３０日以内） 

改善状況報告書の内容確認 
再指導・再提出 

次
回
検
査
へ
の
反
映 



【参考】指導検査の流れ図 

 

（基準等に違反する場合）

（原則一か月以内）

　  　　 （勧告に至らない改善を要する事項）

（原則一か月以内）

　改善報告書の確認

　聴聞・弁明の機会の付与

改善命令（児福法§46③）

報告書の提出・精査・確認

　　　　（正当な理由なく、期限内に命令に係る
　　　　   措置をとらない場合）

　児童福祉審議会で意見聴取

・ 明らかな不正・違反が認められる場合は、一般指導検査を経ずに特別指導検査から実施
 する場合があります。

一般指導検査（実地検査）の実施（児福法§46①）

事業停止命令（児福法§46④）

報告書の提出・精査・確認

　　　　（正当な理由なく、期限内に勧告に係る
　　　　   措置をとらない場合）

　聴聞・弁明の機会の付与

特別指導検査の実施（児福法§46①）

　問題点の指摘（文書指摘）

　改善報告書の提出・精査・確認

　改善勧告（児福法§46③）

　問題点の指摘（文書指摘）

　改善報告書の提出

　報告書の内容精査と再指導・再提出

次回指導

への反映

適

正

化

著しい不適正な運営、

重大な不正、改善の遅滞等


